


していたことは明白である。

被害者は、行為の全般について嫌悪感があった、また、被告人が怖 くて抵

抗の態度を示す ことができなかったとい う趣旨を述べて、行為全体につい

て同意を否定 しているが、客観証拠からわかる被害者の態度に照 らして信

用性はないc被害者が知人に送ったメールの内容や専門家の知見等を考慮

しても、被害者に最初から最後まで同意がなかったとい うのは明らかに無

理がある。

のみならず、被害者は、胸を揉まれた り乳首をつままれた りしたときにわ

いせつ行為だと確信 したとも述べてお り (被害者 P14)、 当該観点からも、

胸を揉みだ した以降の行為は、施術だと誤信 させて抗拒不能に陥 らせ るこ

とが訴因とされた本件準強制わいせつ罪は成立 しない。

よって、本件では、行為が開始 されてから少 し経過 して以降のわいせつ行

為については、犯罪は不成立とい う帰結になると解 される。

そこで、明 らかに同意 しているとい う被害者の態度が相対的に希薄であ

った一番初めの性的行為、すなわち、胸周辺へのマ ッサージを開始 した時点

で被害者の同意があつたのか、あるいは同意があると正当に誤信する状況

があつたか否かが、犯罪の成否を考えるうえで非常に重要になると考えら

れる。

犯罪の成立にとって主となる証拠構造は、現場録画 (甲 9)、 被害者証言、

被告人供述であると考えられる。

以下述べる。

2 本件の客観的事実関係

冒頭陳述記載の通 り。

3 被害者証言について

(1)被害者証言の概要

・ 胸の辺 りに手が当たることをされたのは、施術から 1時間は経過 した



時′にであり、それ までの間、被告人との会話はなかった (被害者 P31)。

。 わいせつな行為をされる前に、被告人を怖いと思 うような出来事はな

かった (迎 えの車中も含む。)(被害者 P31)。

。 わいせつな行為をされる前 1時間ほど、すごくリラックスした状態だ

った (被害者 P13)。

・ デコルテのマッサージの際に、紙のブラジャーの中に手が入ってきて

るん じゃないかなあと、徐々に違和感を感 じた (被害者 P12)。

。 ブラジャーに手が入つてきたときの被告人の手の動きは、ゆっくり出

た り入った りの繰 り返 しで、 (違和感はあったが)わいせつな行為をさ

れているとは全く思わなかった (被害者 P12～ 13)。

。 わいせつ行為だと思わなかったのは、デコルテ付近のマ ッサージとな

ると、どうしても胸の辺 りに触れてしま うぐらいの感 じはあるため (被

害者 P13)。

。 わいせつ行為だと確信 したのは、胸を揉まれた り、乳首をつままれた

りしたとき (被害者 P14、 P34)。

・ 被告人の行為を拒絶 しなかったのは、密室の状態で二人きりで、抵抗

して首を絞められた り暴力を振るわれた りしたらどうしようとい う恐

怖があったから (被害者 P15)。

また、ほとんど全裸の状態で、外に逃げ出すことは難 しかった (同 )。

。 顔が近づいてきている気配が耐えられず、顔を背けることをした (被

害者 P16)。

。 そのままキスでもされたらどうしようとか、気持ち悪いってい う嫌悪

感 しかなかったから、被告人の顔が近づくのが嫌だった (被害者 Pl

6)。

。 「いく」とかの言葉を発 したのは、そ うい う言葉を発する方が早く終

わると思ったから (被害者 P19)。



・ 体が性的に反応 して、声や言葉が自然 と出た場面はあつた (被害者 P

26)。

。 検察庁などに対 して「性的に感 じることはなかった」とい う話をした

のは、それを認めると、自分 自身が受け入れているからじゃないかと思

われるのが嫌だったから (被害者 P26)。

。 被害者が、言葉で同意 した り、わいせつ行為を要求 した りすることは

なかった (被害者 P27)3

・ 態度についても、わいせつ行為に同意 したと受け取られるような言動

はしていない (被害者 P27)Э

。 わいせつ行為前の鼠径部へのマ ッサージで、自然 とあえぎ声のような

声が出ることはなかったと思 う (被害者 P32)。

鼠径部以外のときに自然 と声が出るようなことがあつたかは、覚え

ていない (同 )。

。 (被告人のマ ッサージが)おかしいと思い始めた頃に、被告人に文句

や、そこはもういいです と言お うなどとは思わなかった (被害者 P3

3)Э

・ 口に出して (言葉にして)、 被告人に文句を言お うとい う考えは浮か

ばなかった (被害者 P33)。

。 胸の部分に手が入ってはまた抜かれてとい う行為があった後に、被告

人がいつたんその場を離れたことは、覚えていない (被害者 P34)。

・ 抵抗 しなければどんどん行為がエスカレー トするとい う不安よりも、

抵抗 したら何 されるんかなってい う不安の方が大きかった (被害者 P

34～ 35)。

・ 胸を揉まれている際、このまま性行為をされた りするのではないかと

い うことは思つた (被害者 P35)c

・ 陰部に触れ られた際に、性行為までされてしま うとい う考えは浮かん



だ (被害者 P37)。

。 明らかにやめてくださいとい う言葉を口にするよりも、自分が満足 し

ているそぶ りを出すことによって、早くこの行為が終わる方が、被告人

が感情的になった りとかすることもないと思った (被害者 P36)。

(2)被害者証言の信用性

被害者の証言は、おおむね、被告人の性的マッサージについては全部に

ついて同意 してお らず、行為に対 して嫌悪 しかなかったとい う事実を示

す ものであり、構成要件である同意がないとい う事実を基礎付ける内容

である。

たしかに、被害者は被告人に対 し、性的なマ ッサージを明確に要望する

言動はしていない。また、被害者は、被告人の顔が被害者の顔に近付いた

際に顔を背けることはしているc

しかし、被害者の証言は、客観証拠 と合致 しない点、不自然な点、不合

理な変遷があるなど合理性を欠くものが散見されること等から、肝心の

ところで信用性を欠 くものであり信用できない。

ア 客観証拠 と合致 しない点

(ア )そ もそも何の抵抗の態度も取っていない

被害者は、行為の初めから終わ りまで、何 ら抵抗の態度を取っていな

い 。

その理由として、被害者は、密室の状態で二人きりで、抵抗 して首を

絞められた り暴力を振るわれたりしたらどうしようとい う恐怖があっ

た、また、ほとんど全裸の状態で、外に逃げ出すことは難 しかったなど

述べる (被害者 P15)。

しか し、他方で、被害者は、被告人を怖いと思 うような出来事は、迎

えの車中を含めてなかったと述べてお り、被害者が被告人を怖がる具

体的な事情があったことは窺えない。



また、被害者は、料金支払いの場面で被告人にじかにクレームを言 う

ことをし、被告人か らの料金の請求に対 し支払を拒絶するとい う行動

に出ている (「 支払いませんって拒否 しました。」被害者 P21)。

当該行動については、被害者は、服も着てお り玄関も近かつたのです

ぐに逃げられると思ったからだと説明する (被害者 P21)。 しか し、

なおも被告人の支配領域内で、しかも、被害者の感覚でも「1時間」の

通常のマ ッサージを受けて料金を全く支払わないことはより被告人を

刺激する可能性もある行動である。

すなわち、被害者の当該行動は、被告人に対 し実際に恐怖を抱いてい

たこととはまるで整合 しない行動である。

また、被害者は、マ ッサージが終わった後、着替えの際に友人にメー

ルをしているところ、メールの内容は、「マジでヤバいわ」といつたも

のであり (甲 13写真匡□ )、 語調の点のみならず内容の点でも、助け

を求めた り深刻な被害を受けた旨伝えた りしようとい う意思が感 じ取

れない。

よって、恐怖で抵抗ができなかったとい う被害者の証言は甚だ信用

性に疑間がある。

む しろ、甲 9の 映像を見れば、被害者は、当初の胸周辺へのマ ッサ~

ジの際か ら、何 ら抵抗なく被告人の行為を受け入れているとしか捉え

がたい態度 しか見せてお らず、また、行為の途中からは、裸の状態で喜

んでいるようにしか見えない態度を終始取ってお り、被害者が恐怖を

抱いていた事情はどこにも見受けられない。

また、被害者は、胸を揉まれている際このまま性行為をされた りする

のではないかとい うことは思った (被害者 P35)、 陰部を触れ られた

際に性行為までされてしま うとい う考えは浮かんだ (被害者 P37)等 、

自身の性的 自由がより侵害 されていく危険を感 じ取っていた旨を述ベ



ているcすなわち、嫌ならば抵抗の態度を示そ うとい う契機は明らかに

存在 していた。現に、被害者は、被告人からキスされることだけは嫌だ

ったようであり、被告人が顔を近づけるのに対 して顔を背けるとい う

拒絶の態度を取ることができている。

にもかかわらず、被害者は、キスに対 しては拒絶の態度を示 しながら、

他の行為については、通常であれば何 らかの抵抗の態度が出ることが

自然な場面で、漠然 としたかつ抽象的な恐怖のみを理由に抵抗の態度

を取らなかったとい うのは明らかに不自然でもある。

よって、被害者が恐怖で抵抗できなかったとい う証言は信用性がな

い 。

(イ )ま してや喜んでいるとしか見えない態度を終始取 り続けた

a 冒頭陳述でも述べたが、通常、特定の男女が初めて性行為や性交類似

行為に及ぶ場合において、行為の開始時に女性側の明確な同意が常に

あるわけではない。む しろ、その時の雰囲気で、明確な同意はないまま

に、暗黙の合意のもと性行為に及ぶことも往々にして存在する (顕著な

事実).

性行為についての同意は、考えてみると、有るのか無いのかを突き詰

めて考察することは非常に難 しい問題である。すなわち、性行為は、他

人に通常は見せ ることのない 日常の一場面であ り、多様な価値観のも

と、個々人によって性行為の場面で顕れる性質や傾向、発出する感情、

嗜好、価値観は異なる。

そ ういった性行為の性質から、性行為の場面では、いやだいやだと言

いながらも内心には明らかに同意があった り、いやだ とい う内心の思

いがあ りながらも他方で受け入れる気持ちも同時に併存 していた り、

あるいは初めは嫌でも後で完全に許容 していた り、その人の元々の性

的嗜好や傾向、ときどきでの個々人の気分、あるいは相手方に抱 く感情、



貞操観念等、非常にナイーブな事情によって、性行為を許容するか否か

は左右 される。ゆえに、性行為の同意があるかないかは、外から見ると

非常に漠然 としたものであり、明確な線引きは難 しい。

であれば、性行為の同意は、表れた間接事実から見て、明らかに相手

を拒絶する思いさえなければ一応は肯定され得ると考えられる。その

ように考えないと、女性の明確な同意がない限 り、男性は、常に強制性

交等の性犯罪の加害者にされ る危険があることにな りかねず、女性が

訴え出ないことが確定するときまで不安な 日々を送 らされることにな

りかねない。このような事態が社会で想定されたものでないことは自

明の理である。

本件でも、被告人が胸周辺へのマ ッサージを開始 した時点では被害

者の明確な同意や要望の態度が希薄であることから、当該時点で被害

者に同意があつたのか無かったのかは、外部からは容易にうかがい知

れない。すなわち、本件は、被害者が事後的に、同意なくこの人にイヤ

らしいことをされた と訴え出れば、被告人のように訴追 されることが

ありうる可能性を元々はらんだ事案である。

そこで、行為時において同意あるいは許容があったか否かは、行為前

の女性の態度、及び、行為開始後に見られた女性の事後的な態度から、

行為開始時の内′卜を推 し量っていくしかない。

本件では、行為開始後の被害者の態度から、すでに行為開始時点で被

告人の行為を受け入れていたと捉えるべき態度が往々にして見られ、

明らかに被告人の行為を拒絶する意思は見受けられないことから、行

為開始時の時点で、被害者には同意ない しは許容があった (又 は少なく

とも男性倶1すなわち被告人において、一般人を基準 として被害者が同

意、許容 していると1/1え るべき状況が存在 したことは別章で後述。)。

b 本件では、被害者が行為開始から少 ししてから喘ぎ声を出した り、い



くとの発言をしたり、終始行為を受け入れているとしか捉えようのな

い態度を取 り続けたことは冒頭陳述で述べた通 りである。

その うえで、被害者は、キスに対 しては実際に顔を背けて拒絶するこ

とをしている。すなわち、嫌な行為に対 しては嫌だとい う行動を見せる

ことができていたc

被害者は、早 く終わらせるために喜んでいる風を装ったかのような

証言をしているが、甲 9の映像からは、一般人の感覚に照 らし、至1底演

技やふ りには見えないc

また、被害者は、被害を早く終わらせたくて感 じているふ りをしたと

述べているところ、性犯罪事案で性被害から早 く逃れたくて喜んでい

るふ りをするとい うのは、通常は陰茎の挿入後に起きる考えである.す

なわち、陰茎の挿入があつて最たる法益侵害行為である強姦に至 り、射

精があって強姦行為は止む。ゆえに、性被害の場面でなされる女性の喜

んだふ りは、男性の射精を早めて被害を少 しでも早く終わらせるとい

う行為であることが一般的である。

強制わいせつ と強制性交では、法益侵害の程度は大きく異なるので

あり、挿入されてもいないのに、「早 く終わらせたくて」前戯段階から

喜んだふ りをするとい うのは、一般人の感覚に照 らし不 自然 とい うほ

かない。

本件では、被害者は行為が終わるまでの間 15分程度以上、演技には

至1底思えない「ふ り」を続けている。通常であれば、ふ りを続ければま

すます男性がその気になって行為などやめるはずがなく、挿入行為を

されて しまう危険にどんどん と近付いていくとの考えが出てもよいと

思われる。現に被害者は、このまま性行為をされて しまうのではないか

とい う思いを持っていたと述べている。

そ して、被害者の懸念通 り、被告人は、胸への行為から陰部を触るこ



とを始め、さらに陰部をなめるとい うように行為をますますエスカレ

ー トさせた。

被告人が行為をエスカレー トさせる中で、被害者のあえぎ声や発言

の回数、頻度は高まり、時間的な感覚も狭まって行っている。当該事実

は、普通に性的快感を覚えている女性の行動 と完全に整合するもので

ある。

当該事実経過からは、もはや、被害者が被害を早 く終わらせたくて喜

んだふ りをしていたとい うのはありえない。

また、他方で、被害者は、性的快感を窺わせる声 (あ えぎ声)や発言

(「 いく」「いっちゃ う」)が 自然 と出たとい う証言 もしている。当該供

述は、上記ふ りであったとい う証言 と矛盾するものである。

甲 9の 映像からは、おそらく実際のところは声や発言は全て自然に

出たものであり、ふ りだったとい うのは、自分が性的快感を覚えて声や

言葉が出たことに合理性を持たせるための後付けの理由であると考え

るのが自然である。

よって、被害者が被害を早 く終わらせたくてふ りをした とい うのは

虚偽であり信用できない。

c 行為開始時点での同意

そ うすると、被害者は、少なくとも、あえぎ声や発言 (い く等)につ

いては、全て自然に発 していたものと推認 される。

これ ら行為開始後の被害者の態度は、まず、行為開始 (甲 9-1本 目

10:30頃)か ら11分程度後 (同 21:17頃のあえぎ声)か ら出てき

ているものである。

さらに、被害者は、胸を揉 まれて平L首 をつままれたとき (同 17:28

～20:02頃 )にマッサージではない完全にわいせつ行為だと確信 した

と述べている。
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すなわち、被害者は、わいせつ行為だと確信 してからおおむね 1～ 4

分後には自然 とあえぎ声を出す ことを始め、その間も全く抵抗のそぶ

りを見せなかった。その うえで、被告人の行為がエスカレー トするごと

に声や発言の頻度や大きさも高くなっていった。

一般に、わいせつ行為が真に嫌だったとすれば、実際は性的快感を覚

えていたとしても、わいせつ行為から間近い時点で、男性にもわかるよ

うな態様で感 じた態度を見せることはしないのが往 々としてある。

しかも、被害者は、胸を揉まれた時点で性行為をされるのではないか

とい う危険を感 じていたとい う。そのような状況下では、なお さら加害

者に対 して迎合的な態度は取 らないのが自然な行動である。

にもかかわらず、被害者は、デコルテ部分へのマッサージで違和感を

覚えていた うえ、その後はつきりとわいせつ行為だと確信 したのに何

ら抵抗を見せることもなく、 1～ 4分後には自然にあえぎ声を出し始

めている。

被害者の当該行動からは、被害者は、被告人の行為が完全にわいせつ

行為であると確信 してからも特段の嫌悪感は抱いてお らず、このこと

は初めの胸周辺へのマ ッサージ等わいせつ行為だと確信する前の行為

についても同様であると推認 される。

なお、被害女性が当初は怖 くて感 じているふ りを始めたものの、その

後 自然 と気持ちよくな り声や発言が出続けたとい う可能性は考えられ

なくはないが、上記のとお り、性被害に遭った女性が感 じたふ りをする

のは射精を早めるためにする挿入後の場面であるのが通常である。ゆ

えに、わいせつ行為だと確信 してからす ぐに、被害を終わらせるために

あえぎ声を出す とい う選択を取るのは不自然である。

よって、行為開始時点についても、被害者には明確な拒絶の意思は存

在せず、同意または許容があった。



(ウ )ほか受け入れているとしか捉えられない行動も散見される

こちらは、被害者がわいせつ行為だと確信 してからの事実であるが、

被害者は、被告人にパンツを脱がされる際に、被告人の動作に従い脱ぎ

やすいように足を動かすことをしている。

当該行動も、もともと嫌悪 している相手に対 して急きょバンツを脱

がされるときだけそれをしやす くする行動を取るとい うのは不 自然で

あることから、被害者が被告人の行動に対 しもとより拒絶の意思を持

っていなかったことを推認 させる事情である。

また、被告人が被害者の陰部をなめる際、被害者は一切足を開じよう

とすることをせず、足を開いたままにしている。拒絶や嫌悪の意思があ

ったのであれば、なめようとする加害者に対 し、女性は反射的にいった

んは足を閉じようとするなどの行動を取るのが自然である。

当該事情 も、被害者がもとより被告人の行為を拒絶 していなかった

ことを推認 させる事情である。

(工 )月 括ヽ

以上検討 したところから、被害者の証言は客観証拠 と合致 しない点

が多々見受けられ、信用できない。

イ 不自然な′ほ

さらに、被害者の証言には不 自然な′像も見受けられる。

(ア )抵抗 していない点

一般に、女性が性被害に遭った場合、嫌ならば何 らかの抵抗を見せる

のが通常であり、被害者が抵抗 していないとい う事実は、それ 自体不自

然極まりないものでもある。

被害者の抵抗がほとんどないような事案でも、たとえば、加害者が被

害者の体を動かそ うとした際に反対方向に力を入れた り、胸などの部

位を手で覆 う動作をした り、足に力を入れて閉じる動作をした り、そ う
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いった抵抗 と評価できる行動がどこかで何か しら見 られるのが通常で

あると思われる。

しか し、本件では、抵抗 と評価できる行動は、ほぼ一切ない。

ただ、キスに対 して顔を背けるとい う行動があっただけである。

キスが嫌で顔を背けたとい う行動については、すなわち、嫌なことに

対 しては抵抗するとい う意思が被害者には見られ、かつ、抵抗の行動が

できたとい うことである。

他方で、抵抗 しなかった理由は、被害者は具体的な根拠の乏 しい抽象

的な恐怖感を述べるだけである。

被害者は、被告人の行為全部について同意はなかったと述べるもの

の、嫌なことについてはしっか り抵抗の態度を取っていたのであり、し

か し他の性的行為については1布 くて抵抗できなかったとい うのは明ら

かに不 自然である。

(イ )拒絶する発言をしようとい う考えも浮かばなかったとの点

被害者は、被告人のマッサージがおかしいと思い始めた頃に、被告人

に対 して文句や 「そこはもういいですJな ど言お うとは思わなかった

(被害者 P33)、 口に出 して (言葉にして)被告人に文句を言お うと

い う考えは浮かばなかった (被害者 P33)、 と述べている。

当該事実も、真に嫌がっていたのであれば、一般人の思考 としてはあ

り得ないものである。

なぜ文句を言 う考えす ら浮かばなかったかについては、合理的な説

明も特にされていない。

被害者の証言からは、被害者が極めて迎合的な人のようにも思える

が、具体的なエピソー ドもなく、他の証拠からもそ ういった事情は窺え

ない。

ウ 合理的理由がない点
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(ア )変遷

被害者は、当初、捜査機関に対 して「性的に感 じることはなかった」

と述べながら、裁判の場で初めて、声や発言が自然に出た場面があつた

と認めた (被害者 P26)。

被害者の供述を素直に見れば、甲 9の動画が発見される前には、被告

人の行為には心身 ともに嫌悪 しかなかったと述べていたものを、動画

が発見された後になってから体が性的に快感を覚えていたと供述を変

更するものであり、大きな変遷があることになるc

供述変遷の理由については、被害者は、快感があったことを認めると

自分が被告人の行為を受け入れたと思われるのが嫌だったと述べてい

る (被害者 P26)。

被害者の述べる理由は一見ありそ うなものではあるが、いつたんそ

の場では受け入れた行為を後から考えてやは り嫌悪 を覚 えた として

(いわゆる黒歴史のような感覚になって)、 嘘を交えた被害申告を行っ

たとも捉えられる。あるいは、その場では許容 と嫌悪が併存 した思いで

いたものの、終わってみて嫌悪感がより大きく湧き出たことで、嘘を交

えた被害申告に踏み切ったとい う可能性 も排除できない。

すなわち、変遷には合理的理由がなく、事件のその場では許容ない し

同意があったことに関し、嘘を述べようとした可能性を排除できない。

変遷の存在も供述の信用性を減殺させる事情である。

(イ )重要な部分についてあいまいな供述をしている

被害者は、わいせつ行為前の鼠径部へのマ ッサージで、自然 とあえぎ

声のような声が出ることはなかったと思 う (被害者 P32)と して、通

常のマ ッサージで「要望」があったとする被告人の主張の部分に関し、

あいまいな供述をしている。

また、被害者は、鼠径部以外のときに自然 と声が出るようなことがあ
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ったかは覚えていない (同 )と して、こちらも同様の評価が当てはまる

あいまいな証言である。

通常のマ ッサージのときに自然 とあえぎ声が出たとすれば、当該事

実は「要望」あるいは「要望があったとの誤信」につながる事情であり、

被害者にとって不利な事実となる。

被告人の行為にとって被害者の同意あるいは同意の誤信があったか

否かは、犯罪の成否に直結する事実であり、被告人も取調べの中で検察

官に対 し、「要望Jの判断基準を述べることをしている (乙 6-P2、

乙 8)。 ゆえに、おそらく捜査の過程で被害者は、同意あるいは同意が

あると誤信 させる事情はなかったかどうかを確認 されたと思われる。

にもかかわらず、覚えていないなどのあいまいな供述をしているこ

とは、自己に不利な事情についても真実を話 しているのか否かとい う

点で、信用性に疑問を生 じさせる事情である。

(3)小括

以上より、被害者証言は重要な部分で信用性を欠く。

よって、行為開始時においても、同意ない し許容があった可能性を排除

できない。

3 被告人供述

(1)概要

・ 2015年 か 2016年 頃から、利用者は 100%女性だった (被告人

第 6回 Pl).

・ 平成 29年の利用者は、年間 50～ 60人だつた (被告人第 6回 P

l)。

・ 利用者全体では、リピーターは (感覚的に)20～ 30%だ った (被

告人第 6回 Pl)。

。 これまで 100人 以上に性的なマッサージをした (被告人第 6回 P2、
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第 7回 21)。

・ 女性客全員に性的なマッサージをしていたわけではない (被告人第 7

回 P2)。

・ 客全体の うち性的なマッサージをした害1合 は半々くらいだった (被告

人第 6回 P2)。

・ クレームらしいクレームはなかった (被告人第 6回 P2)。

・ 性的なマ ッサージをした客の うち リピーターは 20～ 30人 くらい

だった (被告人第 6回 P3)。

・ 性的なマ ッサージをするかどうかは、胸周辺の施術の前の前身のマ ッ

サージでの様子から判断 していた (被告人第 6回 P4、 第 7回 P3).

。 2時間コースでは 1時間 45分、そこまでで何の反応 もなくて、胸周

辺でいきな り感 じ始める人はいなかったので、胸に至るまでの 1時間

45分での様子から判断 していた (被告人第 7回 P23)。

・ 多くの客は、直接的に胸を揉んでくださいなど、そ うい うことは言わ

ず、そ ういったことを言 うのは女性にとって恥ずか しいことだ と思 う

(被告人第 7回 P26)。

。 その気がないのなら、女心 としたら感 じていることを悟 られない態度

を取るはずである (被告人第 7回 P25)。

。 通常のマ ッサージで客が性的なマ ッサージを要望 している、客が感 じ

ていると伝わるのは、身体や腰をくねらす、色っばい声を漏 らす、あえ

ぎ声のようなものを出す、足を大きく開くなどの様子から認識 してい

た (被告人第 6回 P4、 P5)。

・ 客の要望があると判断 したら、通常のアロママ ッサージ後、ブラジャ

ーを着 けたままの状態で乳房の周辺 を施術す ることをまず していた

(被告人第 6回 P5)。

・ 性的なマ ッサージを開始 して、客から「そこは結構ですJと 言われた
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ことはあったが、やめてほしいと言われたことや、明確に嫌がられたこ

とはなかった (被告人第 6回 P6)。

。 明確に拒否することがなかった客はみんな満足 して帰って行ったの

で、明確な拒否がなければ受け入れてもらえているとい う判断につな

がっていた (被告人第 6回 P7)。

0客 の様子から、本当は嫌かもしれないとい うことはないと考えていた

(被告人第 7回 P25)。

・ 性的なマ ッサージをしてもいいかを明確に確認 しなかったのは、女性

が 口にそのようなことを国に出すのは恥ずか しい と考えていたか ら

(被告人第 7回 P25～ 26)。

・ 性的なマ ッサージを望んでいる客に対 してはやつたほ うがいいと考

えていた (被告人第 7回 P22)。

0施 術だ と勘違い させて性的なマッサージに入っていくとい う意思は

なかった (被告人第 6回 P8)。

。 今回の被害者の ことは、支払いを拒否 した出来事、法廷での被害者証

言、法廷で動画を見て、なん となくではあるが思い出 した (被告人第 7

回 P2)。

。 今回の被害者 も、 1時間 45分 のまでのアロママ ッサー ジでの様子

(不 自然 に足を開いて リラ ックス している様子、前戯の愛撫 の よ うに

感 じている様子)か ら、性的要望があると認識 していた (被告人第 6回

P8).

・ 被害者 が胸周辺の施術が始まる前か ら足を開いて リラックス した様

子 なのを見て、やつば り感 じてお られたんだなあと様子 を確認 できた

(被告人第 6回 P8)。

。 背中や ウエス トの くびれ部分 とか、鼠径部、おなか周 りな ども感 じや
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すい人が多く、被害者がまるで前戯の愛撫のように感 じている様子か

ら、要望があると認識 していた (被告人第 6回 P8)。

。 マ ッサージは、もっとしてほしいとい う要望を感 じたからやったこと

である (被告人第 7回 P19)。

。 前戯の愛撫のように感 じている姿を確認できなかった人のブラジャ

ーの中に手を入れたことはなく、そ ういった意味から、被害者 も間違い

なくそ ういった反応を示 していたと断言できる (被告人第 7回 P5)。

・ 被害者は、乳房周辺を施術 しているとき、n■ ,自、を漏 らすような状態だ

った (被告人第 6回 P9)。

。 「乳房周辺を施術 しているとき」とい うのは、ブラの中に手を入れた

時点である (被告人第 7回 P4).

・ 胸の周辺を触った後、ローションを付けにベ ッドを離れた後、ベ ッ ド

に戻つてからマ ッサージを再開 した際、被害者は恐怖を感 じている様

子もなく、同意、要望 していると考えていた (被告人第 6回 P9)。

・ 被害者への性的マ ッサージの内容、被害者の様子は、それまでの客に

対する性的なマ ッサージのときと違いはなかった (被告人第 6回 Pl

O)。

。 いきな り露骨に胸を揉んだ り陰部に手を触れた りせず、乳房周辺から

触ってい行 くのは、いきな り触っても女性にとっては気持ちよくない

とい う感覚からしたことである (被告人第 7回 P19)。

・ 被害者はバンツを脱がすことにも自分から腰を上げて協力してお り、

また、いくなどの発言からも、非常に満足 していると考えていた (被告

人第 6回 P10)c

・ 施術後に被害者からクレームを受けた際、あれだけ感 じていたのにど

うしてクレームをするのかと思った (被告人第 6回 P10)。

。 以前にクレームをしようとした客のことを思い出し、めんどくさいと
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い う気持ちから、料金を無料にした (被告人第 6回 P10～ 11)。

(2)信用性

被告人の供述は、おおむね、①被害者に「要望」があるとの判断に基づ

いて性的マ ッサージをした、②被害者には性的行為の初めから同意があ

った、とい うものである。

ア 客観的事実との合致

まず、被害者は行為の途中以降はおろか、性的行為の開始時′点 (胸の周

辺のマ ッサージ)においても、被告人の行為を一切拒否 していない。

そ して、被告人は、胸周辺へのマッサージから、自然な態様で行為をエ

スカレー トさせ、被害者は性的な快感を覚えた態度を終始続けている.

また、被告人は実際に、通常のマ ッサージを 1時間以上行ってから性的

マ ッサージに移行 している。すなわち、「要望」を判断するi畳程を経て性

的マ ッサージに至っている。

また、胸周辺へのマ ッサージを開始 して少 ししてからローションを付

けにベ ッドを離れた後、ベ ッ ドに戻つてからマ ッサージを再開した際、被

害者は特段恐怖を感 じている様子はなく、そのまま胸周辺へのマ ッサー

ジの再開を受け入れている。

また、被害者はバンツを脱がされる際に、被告人の動作に従って足を動

かすことをしてお り、「自分から腰を上げて協力 していた」とい う被告人

供述 と合致 している。

また、過去に複数の利用客に対 し性的マ ッサージを繰 り返 し行って来

たとい う供述についても、客観証拠 と言い うる乙 8添付書面 (ピ ンク印 )

から窺えることである。さらに、被告人は、被害者に対する性的マッサー

ジの内容は過去の利用客にしたのと同様のものであり、過去数年にわた

り利用客には喜んでいただいていたとい う趣旨を述べているところ、被

告人に前科前歴はなく、追起訴事案もない。すなわち、これ ら事実から、
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「要望」に基づいて、被告人の性的マ ッサージを許容 して受けていた利用

者が複数いたことが推認 される。

上記客観的な事実は、「要望」があるとの判断に基づき、これまでして

きたと同様の性的マッサージを行い、実際に喜んでもらえたとする被告

人の供述に合致するものである。

イ ー貫 している

被告人の供述は、同意があったとい う点、同意があると考えた根拠等に

関 し、検察官の反対質問にもぶれることなく終始一貫 している。

ウ ー定の自然 さと具体性 もある

被告人の供述は、おおむね自然なものである。

まず、被告人は、同意があると考えた点については、過去の数年にわた

る経験に基づいて「要望」の有無を判断 し、本件被害者 も喜んでくれた他

の利用客と同様のそぶ りを見せていたことで「要望」があると判断 したと

述べている.

そ して、被告人が述べる事件当日の流れは、実際に、被害者に対 しても、

1時間 45分程度の通常のマ ッサージを施 して、その間に要望の有無を

判断 して性的マ ッサージを行い、何 らの抵抗や抗議 を受けることもなく

マッサージを終了させたとい うものであった。

上記いずれの供述 も、客観証拠 と合致するのみならず 自然なものでも

ある。

また、被告人の供述は、「要望」の判断の基準 とすべき要素 (被告人第

6回 P4、 P5)や 、明確に言葉で要望のない女性がなぜ 「要望Jしてい

ると考えられるかの根拠 (被告人第 7回 P25、 P26)に ついて具体的

に述べてお り、また内容も了解可能 と言い うるものであるc

工 不 自然、不合理 との指摘を受ける可能性がある点

(ア )被害者についての記憶 (変遷理由を説明できていること)



被告人は、捜査段階では、被害者のことは覚えていないとい う供述を

していたものの、公判の場では思い出 したとして供述を変遷 させた理

由につき、料金の支払いを拒否 されたとい う印象に残る出来事、また、

法廷での動画や被害者の証言から思い出したと述べてお り、合理的な

理由を説明 している (被告人第 7回 P2)。

なお、被告人が逮捕 されたのは、本件事件の 1年程度後のことであり、

すでに事件から長期が経過 した時期であったcま た、もちろん、捜査段

階において、甲 9の 動画を被告人に再生 して見せるとい うことはされ

ていない。

(イ )嫌がる人はいないと思っていたとの点

被告人は、客が本当は嫌がっているのではないかとい う可能性につ

いて、客の様子から嫌がっていることはないと考えていたと述べてい

る (被告人第 7回 P25)c

この供述の内容は、一見不自然不合理に思える。

しかし、被告人は、本件事件の数年前から、複数の顧客 (「 100人

以上J)に対 して同様のマッサージをしてきたとい うのであり、当該供

述は、客観証拠に合致するのみならず 自己に不利な事実を告 白するも

のであり信用性がある。

であれば、実際に被告人が本件以外に検挙された事実は窺えないこ

とも考えれば、多くの客に性的マ ッサージを して喜んで帰ってもらう

ことがあったと推認 される。

そ うすると、被告人の当該供述は、数年にわたる自身の経験に基づい

た経験則のようなものを述べていると思われ、供述の信用性を減殺す

るほどに不 自然不合理 とまではいえない。

なお、明確に拒否することがなかった客はみんな満足 して帰って行

ったので明確な拒否がなければ受け入れてもらえているとい う判断に

９
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つながっていた (被告人第 6回 P7)と い う供述 も、同様の趣旨を述ベ

たものと思われ、不自然ではない。

(ウ )性的なマ ッサージをしてもいいかを明確に確認 しなかったのは女性心

に配慮 したものであるとい う趣旨の供述

被告人は、女性がそのようなことを口に出すのは恥ずか しいと考え

て性的マ ッサージを してよいかの確認 をしなかったとい う旨を述べる

(被告人第 7回 P25～ 26)。

当該供述 も、一見自身独 自の考え方に依った不 自然不合理な主張で

あるとも思える。

しか し、当該供述も、過去数年にわた り複数の女性に受け入れ られて

きた経験則に基づいたものであり、深刻なクレームや トラブルに遭わ

ないことについての被告人な りに行きついた結論であると思われる。

よって、供述の信用性を減殺するほどの不自然不合理なものとまで

はいえない。

(3)小括

そ うすると、被告人の供述は、一定の信用性は認められる。

4 犯罪の成否

被害者証言は肝心の ところで信用性がなく、被告人供述は一定の信用性

はある。 このことを前提 として、

(1)被害者の同意

主に被害者供述の信用性について検討 したところに従い、被害者の同

意は行為の初めから存在 した。

よって、被害者の同意により本件は無罪。

(2)同意の誤信

仮に被害者の同意がないと評価 される場合でも、被告人は、自身の過去

の経験に基づいて得た経験員Jか ら、また、主に被害者証言の信用性のとこ



ろで述べた行為の最中の被害者の態度から、被害者には明 らかに同意が

あると誤信 していた。

そ して、本件事情のもとでは、被告人と同様の立場にある一般人の感覚

に照 らし、被害者に初めから同意があったと考えるのもやむを得ない。

よって、この場合は故意阻去「により被告人は無罪。

第 3 結語

以上から、被告人は無罪であるc

以 上
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